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１．ケーブルテレビの地上デジタル放送への対応

１）2011年7月24日 地上放送のデジタル完全移行に

最大限の努力

・2000年 6月：日本ケーブルラボ設立

⇒諸課題の解決に注力

・2000年10月：日本ケーブルキャスセンター設立

（2007年9月日本ケーブルテレビに合併）

⇒デジタルSTBの普及、B-CASカードの管理

２）デジタル化投資は大きな経営課題

・ヘッドエンド、ネットワークの整備

・アナログ・コンバーターの廃棄
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３）民間放送事業者との共存共栄

４）ケーブルテレビの進捗状況

・当初の予定以上の進捗

（参考資料ー１：

「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」）
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２．地上デジタル放送のケーブルテレビによる再送信に
関する考え方

１）地上テレビ放送は地域住民、視聴者の生活に不可欠なものであり、
一日も早く「再送信サービス」を提供することが

ケーブルテレビ事業者の責務と認識。

２）住民・視聴者はデジタル化後も区域内はもとより、区域外放送につい
てもこれまでと変わりなく提供されることを強く要望（必要と）している。

３)有テレ法第１条に謳われている「受信者の利益の保護」し「公共の福祉
の増進に資する」という観点からも、区域外再送信について、地域住
民・視聴者の要望を満たすことが我々の責務と考える。尚、サービス
提供範囲は近隣の地域に限定し、遠距離は考えていない。

４）地上放送の完全デジタル化を円滑に行うためにも区域外

再送信を今まで通り早期に実施する必要がある。
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アナログで見られたものは

デジタルでも見られる様に
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１）区域外の電波が届いている

２）少数チャンネル

３）生活圏、文化圏が同一である

４）長年の視聴習慣がある

５）複合型

（参考資料ー２：「新聞ラテ欄サンプル」）

３．住民・視聴者が要望する主たる要因
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４．住民・視聴者の要望事例

１）区域外の電波が届いている

①事例－１

・他県の放送事業者がその地域に電波を届けている。

・現在は他県になっているが江戸時代は同じ藩、従い現在

も同一の生活・文化圏に属している。

②事例－２

・他圏の放送事業者がその地域に電波を届けている。

・他圏への通勤者が多く、全国紙も当該圏のものでなく、

他圏版のものが販売されている。

２）少数チャンネル

①事例－１

・当該県内には民放１社のみ。残りチャンネルは隣県より

の区域外再送信。放送事業者同意。
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②事例－２

・当該県内には民放２社のみ。残りチャンネルは隣県より

の区域外再送信。

③事例－３

・当該県内には民放３社のみ。

・他の隣県は県内民放が４～５社ある。情報格差の是正の
ためにも残り１チャンネルの放送が是非必要。

３）生活圏、文化圏が同一である

①事例－１

・前述の「１）区域外の電波が届いている」で記載の事例。
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②事例－２

・当該地区の漁業従事者は他圏からの放送（特に天気予

報等）を必要としている。

・当該地区からの「新幹線通勤」も多い。

・市内で販売されている「テレビガイド」も他圏版である。

４）長年の視聴習慣がある

①事例－１

・昭和49年～50年開局時より区域外波を再送信。

・古くは明治時代から（製糸業）、現在は精密工業、ＩＴ産業

等首都圏との交流が盛んで、住民は東京の情報を求め

ている。

・進学する子供の過半数は東京の大学へ進学。親は東京

のローカルニュースを視聴する。
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・人口の流出入の内、20％が首都圏との移動。

ケーブルテレビの解約件数の90％は首都圏への転出の

ため。 ほぼ同数が転入し、新規加入。

・地域にある別荘の90％にケーブルテレビサービスを提供。

また、別荘オーナーの70％が首都圏在住者で最近は永

住者も。

・県内人口の３倍以上の観光客が来る。その内の約半数は

首都圏からの観光客。

・アンケート調査からも当該地域住民が、首都圏の区域

外放送を強く望んでいる。
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５）複合型

①事例－１

・他県の電波が届いている。

・少数チャンネル。

・古くから生活圏、文化圏が同一である。

・アナログ時代からの視聴習慣がある。

多くの場合「複合型」事例である。
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５．不同意再送信について

１）多数は同意（１年毎の更新、或いは自動更新）が得られて

いるが・・・

２）現在、同意が得られていないものがある。

・再送信開始時及びその後も同意が得られていた。

・ある時点から同意書はもらえないが、口頭で了解。

・納得出来る理由なしに拒否される。

３）視聴者に対し、納得出来る理由なしにサービスを停止す

ることは出来ない。
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４）法令に順じ「大臣裁定」を仰ぐべきであったかもしれない

が、日本的事情（和の精神）から話し合いによる解決を模

索してきた。

５）以上の様な事情から一概に“違法”という指摘は当たらな

いと考える。
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６．著作権について

１）同意書に於いて

・放送事業者の有する権利は許諾されており、対価請求は
留保されている。

２）原権利者が有する権利

・基本的に関係権利団体との年間包括契約による支払い。
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７．大臣裁定について

１）2006年4月～5月 総務省、放送関係者各位に「要望書」提
出以降、“徹底した話し合いによる”解決を目指し放送事
業者と交渉努力するも事態は進展せず。

２）デジタル受信機を購入した（或いは購入予定の）住民・視聴
者から、今まで（アナログ）見られていたものが見られない
ことに強い苦情が殺到。

３）「視聴者利益の保護」のため、ケーブルテレビ事業者の責
務として已む無く大臣裁定を申請したものである。
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参考資料
◇参考資料ー１

「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」

◇参考資料ー２

「新聞ラテ欄サンプル」
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参考資料ー１
「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」
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参考資料ー１
「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」
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参考資料ー１
「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」
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参考資料ー１
「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」



参考資料ー２ 「新聞ラテ欄サンプル」」

※著作権保護の観点から、新聞記事の引用部分を非掲載とします。
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参考資料ー２ 「新聞ラテ欄サンプル」」参 資 」

※著作権保護の観点から、新聞記事の引用部分を非掲載とします。
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